
○桑名市生ごみ処理機等購入費補助金交付要綱 

平成16年12月６日 

告示第99号 

改正 平成19年２月19日告示第39号 

平成21年７月15日告示第143号 

平成24年７月６日告示第123号 

平成31年１月４日告示第２号 

平成31年１月30日告示第25号 

（目的） 

第１条 この告示は、生ごみ処理機、コンポスト容器及び生ごみ発酵用密閉容器（以下「生ごみ処理

機等」という。）を購入し、設置する者に対し、予算の範囲内において、生ごみ処理機等購入費補

助金（以下「補助金」という。）を交付することにより、生ごみ処理機等の設置を促進し、一般家

庭から排出される生ごみの減量及び環境意識の高揚を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 生ごみ処理機 電力を用いて発酵分解又は乾燥させることにより、生ごみの堆肥化、分解消滅

化又は減量化を行う機械で、市長が認めたものをいう。 

(2) コンポスト容器 地中の微生物による発酵、分解を利用して、生ごみを堆肥化させる容器をい

う。 

(3) 生ごみ発酵用密閉容器 EM菌などによる発酵、分解を利用して、生ごみを堆肥化させる容器を

いう。 

（対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。 

(1) 本市に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている者 

(2) 市税等の滞納がない者 

(3) 生ごみ処理機等を平成16年12月６日以降に購入する者 

（補助金の対象） 

第４条 補助金の対象となる生ごみ処理機等は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 生ごみ処理機 一世帯につき１台 

(2) コンポスト容器 一世帯につき２個 

(3) 生ごみ発酵用密閉容器 一世帯につき10個 

２ 補助金の交付決定の日から起算して５年を経過した生ごみ処理機等は、再度、補助対象とするこ

とができる。 

（補助金の額） 

第４条の２ 補助金の額は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 生ごみ処理機 購入価格の２分の１の額（15,000円を限度とする。） 

(2) コンポスト容器 購入価格の２分の１の額（5,000円を限度とする。） 

(3) 生ごみ発酵用密閉容器 購入価格の２分の１の額（5,000円を限度とする。） 

２ 前項の購入価格には、消費税は含まないものとし、購入価格の２分の１の額に100円未満の端数が

生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、桑名市生ごみ処理機等購

入費補助金交付申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）を市長に提出しなければならない。 

（補助金の交付決定等） 

第６条 市長は、申請書が提出されたときは、交付の可否を決定し、桑名市生ごみ処理機等購入費補

助金交付（不交付）決定通知書（様式第２号。以下「通知書」という。）により申請者に通知する

ものとする。 

（生ごみ処理機等の購入） 

第７条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「決定者」という。）は、交付決定日

の翌日から起算して１月以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに購入しなければならない。 



２ 決定者は、申請書に記載し、かつ、通知書に記載された生ごみ処理機等を購入しなければならな

い。 

３ 前２項の条件を満たさなかった場合は、当該補助の決定はその効力を失う。 

（補助金の交付請求） 

第８条 前条の規定により生ごみ処理機等を購入した決定者が、補助金を請求しようとするときは、

桑名市生ごみ処理機等購入費補助金交付請求書（様式第３号。以下「請求書」という。）に次の書

類を添えて、市長に提出しなければならない。 

生ごみ処理機の場合 

（１） 通知書 

（２） 生ごみ処理機の領収書（購入世帯主氏名、購入年月日、購入金額及び機種が明記されたも

の） 

（３） 生ごみ処理機の保証書の写し（販売店欄の記載のあるもの） 

コンポスト容器又は生ごみ発酵用密閉容器の場合 

（１） 通知書 

（２） コンポスト容器又は生ごみ発酵用密閉容器の領収書（購入世帯主氏名、購入年月日、購入

金額が明記されたもの） 

２ 前項の請求は、生ごみ処理機等購入後直ちに行わなければならない。 

３ 市長は、請求書を受理したときは、その内容を審査し、請求の内容が適正であると認めるときは、

決定者に対して速やかに補助金を交付するものとする。 

（補助金の取消し等） 

第９条 市長は、決定者又は補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めると

きは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。 

(1) この告示の規定に違反したとき。 

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたことが明らかと

なったとき。 

（設置者の義務） 

第１０条 この告示に基づき補助金の交付を受け、生ごみ処理機等を設置した者は、その生ごみ処理

機等を常に良好な状態に保持できるよう維持管理を行い、適正使用に努めなければならない。 

２ 設置者は、生ごみ処理機等により堆肥化又は分解消滅化された際に発生する肥料について、有効

利用に心がけ、残渣等については、設置者が自ら適正に処理しなければならない。 

（その他） 

第１１条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成16年12月６日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日までに、合併前の桑名市廃棄物対策課関係補助金等交付要綱（平成13

年桑名市告示第58号）、桑名市生ごみ処理機購入費補助金交付要綱（平成10年桑名市告示第56号）、

多度町生ごみ減量処理容器等設置助成金交付要綱（平成８年多度町告示第61号）又は長島町生ごみ

減量処理機等購入補助金交付要綱（平成10年長島町要綱）の規定によりなされた手続その他の行為

は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成19年２月19日告示第39号） 

この告示は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成21年７月15日告示第143号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成21年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の桑名市生ごみ処理機等購入費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行

の日（以下「施行日」という。）以後の申請に係るものから適用し、施行日前の申請に係るものは、

なお従前の例による。 



附 則（平成24年７月６日告示第123号） 

この告示は、平成24年７月９日から施行する。 

附 則（平成31年１月４日告示第２号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成31年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の桑名市生ごみ処理機等購入費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行

の日（以下「施行日」という。）以後の申請に係るものから適用し、施行日前の申請に係るものは、

なお従前の例による。 

附 則（平成31年１月30日告示第25号） 

この告示は、公布の日から施行する。 



 



 



 



様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第６条関係） 

様式第３号（第８条関係） 

 


